
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの要望を事前にお寄せください 

みなさんのお住いの公営住宅（市営・県営）の室内、ならびに

共有部分、外回りなどで、改善が必要な場所はありませんか？   

下記の日程で、熊本市住宅課へ、改善の要請行動を行います。 

快適に住むことのできる公営住宅へ、要望をお寄せください。 

右表に記入し、9 月 15 日（木）までにＦＡＸ・電話等でご連

絡いただければ、事前に調査して要請日に回答されます。  

また、間に合わない場合は、当日会場に直接要望をお持ちくだ

さい。その場で要望します。（後日回答） 

ぜひ、ご参加ください。 

＊なお、県営住宅の要望は、後日県への要望を行います。 

 （要望を出された方へは、日程が決まり次第お知らせします） 

10 月14 日（金）午後１時～ 
市役所議会棟２階・予算決算委員会室 

☆9 月 15 日（木）までにお寄せいただいた要望は 

要請当日、市から対応が示されます。 
 

◆ 戸別の要望・・・改善してほしい点を具体的にお書きください。 

☆調査された結果をお返しますので、氏名・連絡先・団地名等は必ずご記入ください。 

◆ 団地全体での要望・・・具体的にお書きください。 

日本共産党 

熊本市議会だより 

熊本市中央区手取本町１-１ 

発行：日本共産党熊本市議団 

ＮＯ．１２８８ 
2022 年８月２１日合同号 
電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 

ＨＰ：共産党 熊本市議団  
検索 

氏名（           ）  連絡先（                ） 

住所・団地名・    区        （      ）団地  棟  号 

 

 

 

 

 
上野みえこ 
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なすまどか  
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【要望の提出先】日本共産党熊本市議団 

 ☎ 096-328-2656  Fax 096-359-5047 

  メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社協貸付からみる困窮の現状と課題 

コロナ禍の生活困窮解消へ、「 」の生活保障を 

日本共産党熊本市議会だより 2022 年 8 月 21 日号（№1288） 

生活保護問題議員研修会に学ぶ        （上野みえこ） 

 8 月 9 日にオンライン形式で行われた「生活保護問題対策全国会議・全

国公的扶助研究会」主催の議員研修会「コロナ下の生活保障～『公』を取り

戻そう」に参加しました。⓵「コロナで財源がないってホント？コロナ禍

と自治体財政」、②「社協貸付１・４兆円～その功罪を考える」の 2 つのテ

ーマを視聴しました。 

今回は、②の報告です。日本福祉大学准教授の角崎洋平さん、兵庫県社

会福祉協議会福祉支援部長の荻田藍子さんの 2 人がお話されました。 

 

対象となる人が「償還免除」となるよう免除の周知を 

利用状況から見える～想定外の困窮の広がりと深刻さ 

必要な人への必要な支援として「給付制度」拡充を 償還免除・必要な生活支援へ、社協の体制拡充を 

 社協貸付（緊急小口資金と総

合支援資金）総額は、全国で約

367 万件、約 1.4 兆円となりま

した。業務の一部が労金・日本

郵便に委託可となり、申請の間

口が広げられ、緊急特例にもか

かわらず 2 年半も続きました。 

 若年層から高齢層まで幅広

く感染拡大の影響で収入減、ア

ルバイト学生・外国人等含め、

幅広い層が貸付を利用しまし

た。社協の相談窓口では、孤立・

不安定な生活を送る人たちの

状況が浮き彫りになりました。 

 もともと貸付に関わる職員

は少なく、社協の現場は貸付業

務に追い付かない現状もあり

ます。2023 年 1 月から緊急小口

を皮切りに償還が始まります。

うち約 25％償還免除になると 

推計されています。そこで必要

なのは、償還免除にきちんと対

応するとともに、免除にならな

い世帯の生活状況を把握し必

要な支援につなげることです。

社協の職員拡充は急務です。 

 緊急貸付を受けている世帯

は、非正規雇用・自営業などで

もともと低所得・不安定な層が

多く、「償還困難」はそれらの世

帯が抱えている問題発見の契機

となります。 

福祉資金貸付の償還ができない

世帯は、貸付による支援では救

済できない世帯であったと考え

られます。「償還免除」と併せて

低所得者への「給付制度」拡充

が大きな課題です。 

【償還免除の要件】 

▼借受人と世帯主が判定年度に住民税非課税の場合 

▼生活保護を受給した場合 

▼借受人が精神 1 級又は身体 1・2 級の障がい手帳交付を受けた 

▼住民税の所得割非課税で高齢者のみ・障がい者・ひとり親世帯、それと同

等と判断された場合 

▼1 年以上の償還未済、また分納・少額返済でも払えていない額が増加 

▼借受人が死亡もしくは失踪宣告された場合 

▼県社協会長による職権免除 ⑴自己破産の免責確定、⑵住所不明、 

⑶償還指導による償還見込なし、⑷償還未済額の時効完成、⑸災害被災者 

 
 まずは、以上のような償還免除の対象をきちんと周知する。 

 そして、必要な支援につなげるためには「払え払え」の指導でなく、

丁寧な事情の聞取りと将来を見通した助言・支援をすべきです。 

 


